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はじめに 

1998 年に地球環境戦略研究機関（IGES）が正式に設立されるのに先立って、1997 年 11 月と

1998 年 2 月に、IGES の研究活動のテーマや分野・目的や方法を検討するための国際ワークショ

ップが開催された。ワークショップでは、「環境ガバナンス」が IGES で行われる戦略研究の主要な

テーマの一つとして定められるべきこと、とりわけアジア諸国および地域全体のガバナンスについ

て研究を行う必要があることが討議された。 

これを受けて、IGES 第 1 期の 3 年間（1998 年 4 月～2001 年 3 月）に実施される5 つの研究プ

ロジェクトの一つとして、環境ガバナンスプロジェクトの発足が決定された。プロジェクトの研究計画

は、名古屋大学 加藤久和教授によって立案された。この計画案は、研究目的、基本的なアプロー

チや方法論とともに、年間スケジュールや期待される成果についても記している。 

理事会や評議員会で承認された計画案によれば、IGES 環境ガバナンスプロジェクトの主な目

的は、環境ガバナンスの主要な問題を取り上げて分析を行い、アジア地域に関し具体的な政策提

案を示すことにある。そのために、アジア諸国、および小地域レベルでの環境ガバナンスシステム

を複数選択し、横断的な方法で比較研究を行うことを目的とした。 

したがって環境ガバナンスに関する研究プロジェクトの主要な構成要素の一つは、アジア諸国

の国別環境ガバナンスのケーススタディーである。もう一つの構成要素が、アジアの現在ある、また

は生成しつつある国際的な（特に、小地域レベルの）環境協力のプログラムやメカニズムの比較分

析である。 

この報告書は、環境ガバナンスプロジェクトがその発足以来行ってきた研究活動の全体像を取り

まとめたものである。報告書のうち、まず 2.1 節では、プロジェクトの目的・対象・期待される成果物、

および年間スケジュールなど、プロジェクトの計画概容について紹介する。2.2.1 節では、研究実施

にあたって実際に採用された方法論や枠組の概要を、それぞれテーマ毎に説明する。2.2.2 節で

は、テーマ毎に、研究成果や分析を説明する。第 3 節は、ケーススタディー報告書やワーキングペ

ーパー、ワークショップやシンポジウム等の会議録などを通じて得られた結論や政策提言を統合し

ており、本報告書の中心部分を占めている。最後に、第 4 節では、プロジェクトリーダー自身が、プ

ロジェクトの成果や活動全体について評価を行うとともに、第 2 期以降の IGES の如何なる研究活

動について、効率性を高める為の提言を行っている。 
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４． 事業費： 
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1998 年度：  41,075,653 円 
1999 年度：  44,784,133 円 
2000 年度：  23,570,000 円(予算額) 
 

５． 報告要旨： 

IGES 環境ガバナンスプロジェクトの主要な目的は、アジア地域の環境ガバナンスに関連す

る主要な問題を検討分析して、アジア地域について具体的な政策を提言することであった。複

数の国と小地域の環境ガバナンスシステムを選び出し、横断的な方法で比較検討を行うことと

された。 

したがって環境ガバナンスに関する研究プロジェクトの主要な構成要素の一つは、アジア諸

国の国別環境ガバナンスのケーススタディーである。もう一つの構成要素が、アジアの現在あ

る、または生成しつつある国際的な（特に、小地域レベルの）環境協力のプログラムやメカニズ

ムの比較分析である。 

IGES の活動の準備のなかで、1998 年 6 月の IGES 理事会及び評議員会によって承認され

た研究計画によって定められた目的、目標、方法論に従って研究活動が行われ、比較研究の

ために必要な分析枠組みはリソースパーソンとプロジェクトリーダーによって作られた。 

さらに、環境ガバナンス・プロジェクトでは、日本の民間企業における環境管理の方針と実

践、経済のグローバリゼーションと環境ガバナンスの関係についての予備的な文献調査とタイ

のケーススタディーなどにも取り組んだ。 

プロジェクトのための人材確保やマネジメントにおいて大きな問題があったが（その結果、残

されたプロジェクト・スタッフに課せられた制約は深刻なものであった）、プロジェクトの活動はゆ
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っくりとではあったが着実に進み、各研究分野におけるいくつかの新しい洞察や結論、あるい

は現段階ではまだかなり一般的なレベルではあるが、いくつかの政策提言をもたらし、最終的

には期待された独創性のある成果を得ることができた。 

人材面と資金面で IGES 内で利用可能なリソースが限られている中で、当初の研究プログラ

ムやそれに続く作業（実施）計画に従って、適時にそして順調にその目標と目的を達成するこ

とができたとい言ってよい。環境ガバナンスという複雑で横断的な問題を分析して、政策のガイ

ドラインや提案を検討するために必要な方法論と手法を開発し適用するという第 1 期の活動成

果としては、ほどほどのものであるがほぼ満足できるものであった。 

 

６． 主要関連用語（キーワード）： 

環境ガバナンス、アクター（行為主体）とプロセス（政策決定過程）、政策課題の設定、参加

型の意思決定と実施、分権化、グローバリゼーション、コマンド・アンド・コントロール（司令と制

御）、（環境政策の）経済的手法、環境影響評価（EIA）、地域環境協力、環境安全保障、認知

の共同体、企業ガバナンス、エコ・産業、エコ・ビジネス、自主的な取組と行動計画、自己ガバ

ナンス 
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1. 序文 

環境ガバナンスとは、社会がどのように環境問題に対処するかに関わることである。これは、社会

の中の公式、非公式な組織機構と個々の行為主体（アクター）の間の相互作用にも関連している。

これらの相互作用は、環境問題がどのように認識され、どのように取り組まれるのかに影響を及ぼし

ている。 

アジアの環境ガバナンスの構造は、急速に変化している。国内レベルでは、新しい環境法、プロ

グラム、組織機構が確立されつつある。地域および小地域レベルでも、環境ネットワークや協力ス

キームが形成され始めている。このように急速に変化しつつあるガバナンスの構造は、この地域が

環境問題にどのように取り組むかに大きく影響している。そこで、この地域の環境ガバナンスの特

質を検討することが極めて重要である。 

各国の環境政策の発展の初期においては、激しい産業公害を緊急に解決するために、技術志

向の政策や措置が主要な役割を果たしてきた。そのため、従来行われてきた研究活動も、主として

自然科学や技術的なアプローチを基礎とするものに傾きがちであった。しかしながら、今日の地球

環境問題を解決するには、「技術的な対応策」だけでは十分でない。その理由の一つとして、これ

らの対策においては環境保護のための政策の形成や実施に当たって、各アクターの利害や考え

方の相違が考慮されないからである。 

人間環境の問題は、ただ単に一国の問題ではない。これは、数ある地球規模の問題群の中でも

国連が最初に取り組んだ課題として、1972 年の国連人間環境会議において国際的な議論の俎上

に載せられた。ストックホルム会議は、世界的な環境ガバナンスの推進に向けて、環境問題を専門

に扱う国際環境法および国際機関の発展に弾みをつけるものとなったが、環境と開発の問題に対

する理解とアプローチについての南北間のギャップを埋めることはできなかった。 

それから 20 年後には、21 世紀に向けた地球規模の行動計画であるアジェンダ 21 が、リオ・デ・

ジャネイロで開催された国連環境開発会議において採択された。国連環境開発会議では、国際社

会が究極の目標である持続可能な発展の実現に努めることで合意したが、地球環境の状況は今

日までさらに悪化し、今後も悪化し続けると予想されており、将来には遠からず破局的な状態に陥

る可能性もある。1980 年代以降の地球環境問題の出現は、すでに逼迫している先進国および発

展途上国の環境ガバナンスのための資源と構造に新たな圧力を加えており、人間活動による環境

負荷を低減させるよう、既存の社会秩序や価値体系を見直し、経済を再構築することが我々にとっ

ての急務となっている。 

アジア地域における経済的、政治的、文化的な条件の違いは、この地域の環境問題の解決を

複雑にしている。この地域では、地域的および地球規模の環境問題の双方に対処することができ
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るようなガバナンスメカニズムを築き上げることが挑戦的課題となっている。急速な経済成長の結

果、アジアでも環境問題は重要性を増している。この地域の経済活動が環境に及ぼす影響も甚大

となっている。にもかかわらず、アジア地域における環境協力の歴史は殆どないのである。 

冷戦崩壊にともなって、1990 年代には地域および小地域における環境協力にむけた組織機構

が生成した。その結果、ASEAN による戦略的環境行動計画や南アジア環境プログラム（SACEP）

など既存の小地域環境プログラムが活性化され、北東アジア小地域環境協力プログラム

（NEASPEC）などの新しい取組みも始まっている。 

しかし、地域的な組織機構間の地域環境協力の活性化によって組織機構の実効性が高まった

わけではない。事実、いくつかの事例で、環境協力の組織機構は依然として完全に満足する形で

発展していない。技術、人材、資金などでの能力不足が、発展途上国にとって環境ガバナンスの

プログラムの計画や実施に対するおもな障害となっている。また、国内のアクターや国際的に活動

するアクター相互のむすびつきは、国内政治のよってかなり制限されてきた。多くの場合、これらの

課題を克服する目途はたっていない。 

そこで、アジア地域の環境ガバナンスの現状を評価するための調査を実施し、地方、国、地域、

小地域、地球規模といったすべてのレベルでの適切で持続可能な環境ガバナンスにむけた取組

みに資する戦略を提案することが求められている。 
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2. 第１期活動報告 

2.1 目的および目標 

当初の研究計画によって決められた次の目的、目標および期待される成果が IGES の理事会と

評議員会によって承認された。 

 

a. 目的 

この研究プロジェクトの主要な目的は、アジア地域の環境ガバナンスに関連する主要な問題に

取り組み、分析を行い、具体的な政策提案を示すことである。IGES の環境ガバナンス（EG）プロジ

ェクトは、情報を記録化し研究活動を実施する上で体系的な方法を活用し、IGESの他の研究領域

との強い結び付きを保っていく。EG プロジェクトでは、研究を通してこの地域の各国における能力

構築を支援し、環境と開発への参加型アプローチを推進していくことが期待される。 

さらに、EG プロジェクトでは、体系的な方法で、どのようなプロセスやどのようなアクターがアジア

地域の効果的な環境ガバナンスを推進し支援するものであるか、そして時の経過とともにこれらが

どのように変化しているか、を検討する。複数の国内および小地域的なガバナンスシステムを選び

出し、横断的な方法で比較検討を行う。 

国内および小地域のガバナンス・システムについての問題点には、次のものが含まれる。どのよ

うに意思決定が行われるのか、誰が決定するのか、決定がどのように実施されるのか、決定に当た

ってどのような情報がどこから提供されるのか、プロセスはどのように再検討されるのか、内部的お

よび外部的な要因がこれらにどのように影響しているのか、システムはどのように進化してきたの

か、新たな課題に適応できるようなものであるか否か。 

 

b. 目標 

１年目： 

1.  最初の 3 カ月は、研究実施の支援のために必要なネットワークの構築に充てる。 

2.  この3カ月の間に、EG プロジェクトはアジアおよびその他の地域で行われている研究活動

とその成果のサーベイを行う。これらは、今後の活動の基礎となる。 

3.  EG プロジェクトでは、体系的な研究枠組みを適用して、4つの国別研究報告を作成するた

めのネットワークを構築し、活用する。その後の 9 カ月で、国別研究報告の初稿がまとめら

れる。 
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4.  国別研究の作成過程と並行して、アクターとプロセスについての小地域レベルの研究にも

着手する。 

5. このプロジェクトにおける重点を確認し、この問題に最も深く関わっている政策決定者を巻

き込んでいくために、ワークショップを開催する。 

２年目： 

1. 4 カ月の環境ガバナンス研究に追加して国別研究を行い、ワーキング・ペーパーを作成す

る。ここでは、特に IGES の 3 つの研究課題分野－気候変動、森林保全、都市化と環境－

を対象とし、具体的な提言につなげていくことを目的とする。 

2. 一般的に、および 3 つの研究課題分野との関連において、小地域の研究を行う。 

3. このプロジェクトの重点を確認し、政策決定者などのキー・パーソンを巻き込んでいくため

に、ワークショップを開催する。 

３年目： 

1. このプロジェクトの出版物の最終とりまとめを行う。この出版物は、IGES における研究成果

を統合したものとなる。 

2. これらの問題領域に焦点を当てたアジア地域への政策提言をとりまとめる。 

3. 研究成果を普及させるとともにその後の活動を計画するため、政策決定者のための国際

会議を開催する。 

 

c. 期待される成果 

EG プロジェクトに期待される成果は、次のとおりである。 

1. アジアおよびその他の地域における環境ガバナンス研究の状況に関する調査報告 

2. EG プロジェクトとその結果の実施のためのネットワークの確立と維持管理 

3. 国別研究報告 

4. 小地域別の研究報告 

5. ワークショップの開催（およびその会議録） 

6. 政策決定者のための国際会議の開催(およびその会議録) 

7. 出版物 
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2.2 研究結果概要 

2.2.1 研究方法 

環境ガバナンスプロジェクトのそれぞれの分野において用いられている方法論は、それは各分

野の研究活動の目的や状況に応じて若干異なっており、次の通りに要約できる。 

 

a. 国別環境ガバナンスの比較研究 

米国メリーランド大学のミランダ・シュロース博士によって考案された分析枠組みに従って、分析

と比較のための共通の方法論とフォーマットを用いて、各国の優れた研究機関や研究者と共同し

て国別研究を実施した（Schreurs, 1999a）。 

環境ガバナンスには多くの重要な側面がある。この研究における焦点は、国際機関や組織機構

を含めた多様なアクターによる課題設定と実施である。つまり、課題設定と実施が政策過程の構成

要素となる。課題設定や実施は、その国で各アクターが相互にどのように関連するかを規定する政

府の構造や公式、非公式の組織機構に大きく影響される。 

海洋汚染、大気汚染（酸性雨と気候変動）、森林破壊に関する政策課題の設定と実施を理解す

るために、次に掲げるような項目を研究対象として提案する。 

1) 環境問題の概観 

2) 各国経済の概観 

3) 環境ガバナンスのメカニズムの現状： アクター（行為主体）とプロセス（政策決定過程） 

4) ケーススタディー 

ケーススタディーは、海洋汚染、大気汚染（酸性雨と気候変動）、森林破壊に関連する環境ガバ

ナンスについての政策課題の設定と実施の過程に焦点をあてる。次のような問題点が、政策課題

の設定と実施の過程の双方でそれぞれ考慮される必要がある。 

政策課題の設定：3 つの環境問題が政策課題として取り上げられる際に関与する主要なアクタ

ーは誰か。時の経過とともに、これらのアクターによる政策課題の設定への関与は変化してきた

か。環境問題についての考え方を形づくる各アクターの利害は何か。どの政策の選択肢が主要な

関心を集め、その理由は何か。各環境問題についての政策課題の設定における長所と短所は何

か。 

実施：政府の政策を実施する際に関与する主要なアクターは誰か。時の経過とともに、これらの

アクターによる実施への関与は変化してきたか。これを実施についての各アクターの利害は何か。
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上記で議論された環境問題に取り組むための政策の実施はどの程度効果的なものであるのか。 

 

b. 地域環境協力プログラム 

アジアの 3 小地域（東南アジア、北東アジア、南アジア）を対象に行われた環境協力プログラム

／メカニズムの研究では、基本的には国内ガバナンス制度の比較研究で採用された調査分析方

法（Miranda Schreuers, IGES, 1998）を採用した。地域環境協力研究では、国別研究のための方法

論を、必要に応じて変更を加えつつも、政策課題の設定、政策決定、実施においてさまざまなアク

ターとプロセスが果たす役割の分析といったところでは、同様のアプローチと方法を応用した。 

具体的には、3 小地域の各環境プログラムに関し、以下の項目について分析を加えた。 

- 制度の沿革 

- 目標／目的 

- 協力／活動の優先分野と戦略 

- 国内政策とのセクター横断的統合 

- 協力の形態 

- 制度構造 

- 実施、モニタリング、評価 

- 財政 

- これまでの実績 

- 協力プログラムの全体的有効性の評価 

 

研究を行うにあたっては、文献調査や会議の公式記録等の調査だけでなく、フィールドスタディ

ーも行い、各国･国際機関の政策担当者や研究者へのインタビューを積極的に行った。なお、東ア

ジア地域では、日本の主導で始まった東アジア酸性雨モニタリングネットワーク（EANET）がこの問

題に関する地域協力の第一歩として重要な役割を果たしており、一方北東アジアでは、環日本海

環境協力会議（NEAC）が毎年開催され、関係各国の環境省庁の政策担当者に加え、関連の地方

自治体や国際機関、NGO 等の参加を得て、率直な政策対話フォーラムとして有効な役割を果たし

ている。プロジェクトのメンバーもこれらの会議に出席し、政策担当者や研究者との交流を深めた。 
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図 1：環境ガバナンスプロジェクト各研究テーマのフローチャート 

（この図は環境ガバナンスプロジェクトの各研究テーマの相関関係を示したもので、いずれ

の研究成果も、最終的には結論や提言に反映されるように構成されている。） 

 

c. 民間企業と環境ガバナンス 

初年度にプロジェクト全体の再検討が行われたが、その過程で、ガバナンスシステムにおける主

要なアクターの一員として、民間部門に焦点を当てる必要性が認識された。そこで、1960 年代の公
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害対策から現代の地球環境問題への対処に至るまで、日本の産業界がどのような経験をし、それ

が環境政策にどのような影響を与えたのかに焦点を当てた、日本の民間企業における環境ガバナ

ンスのケーススタディーが 1998 年 9 月から行われた。プロジェクトは、日本の様々な産業界からの

自発的な参加で構成される「民間企業と環境ガバナンス研究会」を発足させた。この研究グループ

は、月 2 回集まり、それぞれの公害･環境対策について議論するとともに、日本の環境ガバナンス

における民間企業の役割について活発な討論を行った。その研究成果は、「民間企業と環境ガバ

ナンス」というタイトルで、日英双方で報告書にまとめられ、1998 年 3 月に横浜で開催された公開の

国際ワークショップの場で発表された。ワークショップには、日本だけでなく中国、タイ、インドなど

のアジア諸国、および米国からも、参加者があった。 

 

d. グローバリゼーションと環境ガバナンス 

1999 年には、経済のグローバリゼーションの過程が環境ガバナンスにどのような影響を与えるか

に関する予備調査として、文献調査とタイのケーススタディーが行われた。この予備調査の結果、

この分野の研究は IGES にとっても非常に有意義なものであること、また環境ガバナンスプロジェク

トやその他の IGES 第 1 期プロジェクトにおける研究成果をまとめ、政策提言を行う上でも非常に重

要な役割を果たすであろうことが確認された。(Kamal, 1999b)。 

 

e. 東アジアの酸性雨ブレーンストーミングフォーラム 

初年度に行われたプロジェクト全体の再検討の過程で、環境ガバナンスプロジェクトではアジア

地域の環境ガバナンスの問題を取り扱う上で、よりフォーカスされたアプローチも必要であることが

認識された。そこで、東アジアの酸性雨問題を取り上げることが検討され、東アジアの酸性雨に関

する研究と政策の現状について予備的な調査が行われた。 

その結果、以下の点が確認された： 

1) 今後東アジアの酸性雨問題に対する地域協力を推進していく為には、東アジア酸性雨モ

ニタリングネットワーク（EANET）をはじめとする国際的な科学インフラストラクチャーを構築

していく必要があること、 

2) そのためには、アジアの国際関係を歴史的・地政学的観点から注意深く観察する必要が

有ること、例えば、UNEP、ADB、UN/ESCAP のような国際機関がこういった活動の過程で

積極的な役割を果たすよう巻き込んでいくべきであること、また、この問題に関する地域協

力を推進していく為には、APEC や ASEAN といった既存の政策対話の為の国際フォーラ

ムも活用していくべきこと、 
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3) そのためには、すでに進行中の長距離汚染物質輸送モデルの開発からモニタリグシステ

ムの設計含む、学際的な戦略研究が必要であろうこと、 

4) そのような戦略研究は、国際的に共同して行われることが望ましく、研究プロセスは、広く

一般に開かれたものであるべきこと。 

これらの予備調査結果をもとに、環境ガバナンスプロジェクトは 1999 年 2 月に「東アジアの酸性

雨問題に関するブレーンストーミング」を開催した。 フォーラムには、日本の政策担当者から自然

科学・社会科学双方にわたる研究者が集まり、酸性雨防止のための地域協力の枠組みを今後ど

のように発展させるべきかについて討議した。またフォーラムでは、学際的な国際共同戦略研究を

発足させるべきことが強調された。ただし、IGES 内の人的･技術的･財政的基盤は非常に限られて

いたことから、外部資金を模索する必要があった。 

そこで、プロジェクトは、日本の内外の出資機関から研究資金の調達を模索したが、残念ながら

その努力は実らず、東アジアの酸性雨抑止レジームに国際共同研究案は、最終的には断念され

ることになった。 

 

2.2.2 研究結果および分析 

a. 国別環境ガバナンスシステムの比較研究 

最近の趨勢 

アジア諸国では、1960 年代後半から 1970 年代初頭にかけて、環境問題が政策課題として取り

上げられるようになった。しかし、環境に関する法律、政策、組織機構は先進工業国のものをモデ

ルとしたり、そのまま持ち込んできたものが多く、自然条件、歴史的・社会文化的な背景、政治経済

システム、そして経済発展の水準が異なっているアジア諸国では満足に機能しなかったため、この

間、環境問題の多くは解決されなかった。そのため、その後大半のアジア諸国においては、既存

の環境政策を見直さざるを得なかった。その結果、1990 年代になって、環境法と政策は修正、改

良、強化され、それ以来数多くの望ましいトレンドが生まれてきた。 

1980 年代後半から1990 年代初頭には、中国、インドネシア、マレーシア、韓国、日本において、

1970 年代に制定された環境政策に関する基本法または枠組法が改正されたり、新しい法律に代

えられた。これは、環境法と政策の実施や施行の強化、新しい政策措置や手法の導入、そして、オ

ゾン層の破壊、気候変動、有害廃棄物の越境移動などの新たな地球環境問題への対応を主な目

的としたものであった。 

一方、1997 年以来のアジア経済危機は、アジア諸国における環境意識の向上に冷や水を浴び
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せるものであった。例えば、タイ政府は、通貨危機に直面して、環境インフラストラクチャー整備に

対する予算を削減せざるを得なかった。インドネシア国民の関心は、深刻な経済と政治の危機から

どのように脱け出すかに向けられ、環境問題への取組みがおろそかになった。しかし、他のアジア

諸国の一部には、経済危機による影響も比較的少なく、危機的な状況を脱しつつあるという徴候が

見られる。依然として危機的な状況にある国々においても、環境問題の重要性、ひいては環境ガ

バナンスの改善とあらゆるレベルでの国際協力の推進の必要性について、政策決定者や国民の

意識は高まっていくものと考えられ、これに対し経済危機がどのような長期的影響を及ぼすのかは

現時点では判断できない。 

グローバリゼーションという大きなトレンドは今後も続くばかりでなく、２１世紀にはそのペースが加

速され、世界経済だけでなく、地方、国、地域、地球規模の環境にさまざまな影響を及ぼすであろ

うことが一般に認識されている。これによって、技術的な革新やブレイクスルー、エネルギーや資源

利用効率の大幅な改善、廃棄物の減少、経済の多様なセクターの競争激化がもたらされる可能性

がある。さらに、先進国と発展途上国だけでなく、社会の裕福な人々と貧しい人々や強者と弱者の

格差が広がるかもしれない。 

しかし、最終的には、環境ガバナンスは公共政策にかかるものである。自然や人工を問わず、環

境は現在の世代が良好に保ち、将来の世代に引き継ぐべき公共財である。経済のグローバリゼー

ションや貿易や投資の自由化そのものが必ずしも公正な競争をもたらすわけではなく、むしろ格差

を拡大させるものとなるかもしれない。公共の介入によって市場の力を利用すべきであり、これによ

って、環境政策を通して、従来型のコマンド・アンド・コントロールによる規制措置だけでなく、行政

当局が利用可能なあらゆる政策手段や措置を活用していくべきであろう。社会と環境のセイフティ

ネットは公共の政策と組織機構によって提供されうるものである。環境政策は、すべてのステイクホ

ルダーや社会の各層を含めた真に公共のものとならなければならない。 

 

主要なアクター 

（１）中央政府 

研究対象としたアジアの国々においては、日本とインドを除いて、大概中央政府のイニシアティ

ブによって環境政策が始められている。これまで、アジア諸国では中央政府が環境ガバナンスに

おいて重要な役割を果たしてきた。しかし、中央政府の全体構造のなかで、環境政策は、経済計

画、工業・農業開発といった主流の政策分野から分離または孤立したものとなりがちである。環境

省だけでなく、数多くの政府の省庁がそれぞれの所管事項の範囲内で環境問題に取り組んでい

る。その結果、環境ガバナンスに関連するいくつかの政策分野において、施策や努力の重複がし

ばしば見受けられる。 
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（２）地方政府 

地方政府の機能は、各国の憲法システムのもとで定められている。アジア地域のなかで、日本と

インドでは、地方政府が環境問題に対処するために比較的大きな役割を果たしてきた。フィリピン、

韓国、タイでは、民主化の後、地方政府が環境問題に関心を払うようになった。これらの国々では、

主要な地方行政区や首都の首長が住民投票によって選ばれていることが特筆に価する。 

（３）環境 NGO 

アジア諸国において新しく登場してきた環境分野のアクターのひとつが、環境 NGO である。環

境 NGO の定義、そして政府と環境 NGO との関係は、各国によって違いがある。かつては、環境

NGO は公式に認められる存在ではなく、むしろ政府の政策に強く敵対する存在と見られていた。

環境 NGO 自身の側でも、その主な活動は政府の政策や組織機構を監視することにあると考えて

いた。1990 年代になって、韓国、タイ、インドネシアの政府は、それぞれの枠組法の下で、環境

NGOの存在を公式に認めるようになった。アキノ政権のもとでフィリピン憲法が改正され、政策対話

や政府の政策決定に環境 NGO の代表者が参加する道が開かれるようになった。これとは対照的

に中国では、政治的に機微な問題であること、そして環境問題への意識が低いことから、環境

NGO の数は少なく、市民による環境問題への組織的な反対運動は起きていない。しかし、中国の

マスメディアは、環境法・規則の違反事件の告発、国民への環境データや情報の提供、そして、公

害事故や事件の報道において重要な役割を果たし始めており、企業活動や政府の意思決定にか

なりの影響を及ぼすようになっている。 

（４）産業界 

アジア諸国における主要な企業の多くは、環境管理に積極的な姿勢を示してこなかった。政府

の各部門と密接な関係を持つ大企業が多くの開発プロジェクトを計画実施してきており、地域社会

に利益が還元されることは少なかった。しかし、韓国やタイの産業界、特に輸出志向の企業は、国

際的な影響を受けやすく、環境保護の重要性を認識するようになっており、環境管理のための

ISO14000 シリーズの認証取得など、自主的な環境管理にも着手している。中国の大企業では、環

境ユニットを組織し、各企業のなかで環境保護の責任者を置くよう義務づけられている。 

産業界について最も深刻な問題は、中小企業による環境規制の不遵守である。中国の郷鎮企

業は、環境モニタリングの義務や汚染物質排出課徴金（排汚費）を免除されている。タイでは、工

場その他の工業施設は廃棄物を処理する法的義務を課せられているが、廃棄物のほとんどは未

処理のまま河川に排出されている。インドでも、組織化されていない家内工業を含めて、数多くの

小規模工場は、現行の公害防止政策の対象となっていない。 
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ｂ. 地域／小地域環境協力 

北東アジア 

ここで北東アジアとは、中国、日本、韓国、北朝鮮、モンゴル、ロシア極東部および台湾を指す。

この地域は、1980 年代後期まで政治的な求心力がなく、二国間の特定のイニシアティブを除くと、

環境問題に関する各国間での協力はほとんど行われていなかった。だが、1980 年代後半になる

と、複数の国が協力して開発に伴う環境問題に取り組もうとする傾向が見られるようになった。1992

年のリオ地球サミットで採択されたアジェンダ 21 はこの傾向に拍車をかけ、この地域でも、環境面

での多国間協力に関する数々の小地域プログラムや行動計画が策定され、定期会合も開催される

ようになった。 

これらのイニシアティブの中で、北東アジア地域環境協力プログラム（NEASPEC）は、包括的政

府間プログラムとして中心的な役割を果たしている。このプログラムは、1993 年に国連アジア太平

洋経済社会委員会（UN/ESCAP）の主催で開催された第 1 回北東アジア環境協力高級事務レベ

ル官会合で創設された。NEASPEC を提唱し背後から推進したのは韓国政府であった。 

1993 年以来、プロジェクトの企画と実施などについて討議･決定する機関として、高級事務レベ

ル官会合が 1～2 年に一度、開催されてきた。NEASPEC の 3 つの優先分野は、a)エネルギーと大

気汚染、b)生態系管理、c)キャパシティ・ビルディングである。このうち、エネルギーと大気汚染に関

しては、トレーニングのためのワークショップ、技術デモンストレーション・プロジェクト、環境モニタリ

ング･データ収集プロジェクトが特定され、ADBから資金援助を受けて実施された。NEASPECはそ

れ自体では財源調達メカニズムを持たず、プロジェクト・ベースでのアドホックな資金調達に依拠し

てきたが、参加政府の間では、恒常的な資金メカニズムの創設を必要とする声が高まっていた。そ

こで、2000 年 3 月、韓国政府の提案により、NEASPEC の中核基金（core fund：参加国が任意･自

発的に資金を拠出）を設立することが合意された。 

NEASPEC と同様に包括的に環境問題全般を取り扱うイニシアティブとして、環日本海環境協力

会議（NEAC）がある。NEAC は、中国、日本、韓国、モンゴルおよびロシアの環境省庁の政策担当

者が外交ルートを介さずに年一回集まり、自由率直に政策対話を行おうとする場である。会議には

研究者、地方自治体の政策担当者やNGOも招かれている。NEACは各国の政策担当者が、環境

保全や政策に関する情報を交換し体験を共有し、今後講じるべき対策について協議する重要な

機会ではあるが、この会議自体で、プロジェクトやプログラム活動の立案を行おうというものではな

い。 

一方、北東アジアの経済協力に関しては、UNDP の主導で始まった豆満江（図們江：トゥーメン

河）流域開発計画（TRADP）がある。TRADP は、北東アジア 5 カ国－中国、韓国、北朝鮮、モンゴ
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ル、ロシアの地域経済協力の振興をねらいとしたものだが、TRADP においても 1995 年に「環境保

全原則に関する覚書」が交わされた。豆満江流域は、内陸水と沿岸水域の汚染、生物多様性の喪

失、森林破壊、大気汚染などの深刻な環境悪化に脅かされてきた。そこでTRADP環境覚書をきっ

かけに、国際水域の水質汚濁および生物多様性の喪失の問題と取り組むため、効果的な長期地

域戦略を策定しようという動きが出てきた。これをうけて、地球環境ファシリティ（GEF）は、戦略的行

動計画（SAP）策定のために 2 年間で 500 万ドルの助成を行うことを決定した。この資金援助は

2000 年 5 月に開始されている。 

なお、リオサミットにおけるアジェンダ 21 は、特定の環境問題に依拠した多国間協力プログラム

の誕生を促した。日本海閉鎖水域では 1994 年に北西太平洋地域海計画（NOWPAP）が設立され

ている。NOWPAP は NEASPEC や NEAC のように域内各国の自発的発意のもとに始まったという

よりは、UNEP が推進してきた地域海行動計画の一つとして設立されたプログラムである。UNEP は

地中海地域行動計画の成功を皮切りに、南太平洋やカリブ海･黒海等、世界の 14 海域で地域海

計画を推進している。NOWPAP の参加国は中国、日本、韓国、ロシア、北朝鮮である（ただし北朝

鮮は活動本体には参加していない）（UNEP, 1997）。 

その他の特定の環境問題に関する協力の事例としては、東アジア酸性雨モニタリングネットワー

ク（EANET）の設立が挙げられる。このネットワークは日本政府の提唱によって創設されたもので、

運営にかかる費用は全額日本政府によって負担されている。また、日本は政府開発援助（ODA）

を通じ、発展途上国のモニタリング活動を支援するための資金・技術援助も提供している。このネッ

トワークでは、参加各国が国内モニタリングセンターやモニタリングサイトを指定する。これら各国の

モニタリングサイトでは、共通のガイドラインと技術マニュアルを用いて酸性沈着に関するデータが

収集される。これらのデータは、各国の国内センターを通じてネットワーク・センターに集められ、分

析される。同ネットワークは 1998 年に試行稼動を、2001 年には本格活動を開始した。ネットワーク・

センターは日本の新潟の酸性雨研究センターが引き受けており、一方 EANET の暫定事務局は日

本の環境庁（現環境省）内に設置されて、ネットワーク活動の管理・調整を行ってきた。2000 年に

開催された EANET 第 2 回政府間会合では、UNEP を2002 年以降の EANET 事務局に指定する

ことが決定された（Interim Secretariat [of EANET] and Interim Network Center [of EANET], 

2000）。EANET には東アジア 10 カ国が参加しているが、このうち北東アジアからは、日本以外に、

中国、韓国、モンゴル、ロシアが参加している。 

一方、第7 回湿地条約（ラムサール条約）締約国会議で採択された「アジア太平洋渡り性水鳥保

護戦略」に基づき、渡り性水鳥を保護するために、1997 年北東アジア・ツル・ネットワーク・センター

も創設されている。このネットワークは北東アジア 6 カ月のツルの生存にとって重要な 18 カ所をつ
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なぎ、各地の関係者による情報交換と体験の共有を促進しようとするものである。また、研究者、環

境活動家、政府職員など、ツルの保護に関心を持つ人々の間の連携を促進し、共同の研究・保護

活動を行うための基盤を提供している。ネットワークの管理は、国際 NGO であるウェットランド・イン

ターナショナル／アジア太平洋によって行われている。1990 年代後期には、10 カ国 24 観測地点

で構成される東アジア～オーストラリア・シギ・チドリ類ネットワークと東アジア・カモ類ネットワークと

いうさらに 2 つの水鳥ネットワークも創設された。 

これらイニシアティブに加え、1990年代後期には大臣レベルでの定期会合も始まった。この会合

は韓国の発案で、1999 年 1 月に第 1 回日中韓三カ国環境大臣会合（TEMM）がソウルで開催され

た。参加国大臣は、北東アジアの主要 3 カ国としてより積極的に環境問題に対応していく必要性を

認め、環境協力を強化することで合意した。TEMM は毎年開催されることになっており、第 2 回会

合は 2000 年 2 月に北京で開催された。ここでは、地域環境共同体としての意識向上、淡水汚染と

陸上汚染源に起因する海洋汚染の防止、環境産業の振興に関して、具体的な協力プロジェクトを

策定・実施することが合意された。参加国はすでに具体的なプロジェクトの立案作業に入ってお

り、実施に向けた取り組みも進行中である。 

なお、1990 年代には、北東アジア･東アジアに焦点を絞らず、さらに広いアジア太平洋地域にま

たがる環境協力も始まった。アジア太平洋経済協力（APEC）フォーラムによる活動は、その一つと

いえよう。APEC はアジア太平洋の 18 の「経済体」によって設立された緩やかな経済協力体である

が、このうち北東アジアからは、日本、中国、韓国、ロシアおよび台湾も加盟している。APEC では

環境と経済の統合が謳われており、1994 年に開催された第 1 回閣僚会議では、「APEC 環境イニ

シアティブ声明」が採択された。この声明その他の宣言に続き、APEC は以下の 3 本の柱から成る

環境対策を策定した。 

 1) APEC の各作業部会において、環境･経済面での配慮を統合させること 

 2) 持続可能な都市、クリーンな技術、海洋環境 

 3) 長期的には食料、エネルギー、環境、経済成長、人口問題に焦点を当てること 
  

一方、科学的な側面では、アジア太平洋地域内の科学者と政策担当者の結びつきの強化を目

的として、1995 年にアジア太平洋地球変動研究ネットワーク（APN）が創設された。APN は地球規

模の長期的な気候変動、海洋・陸上系、それらに関係する物理・化学・生物・社会・経済的プロセ

スを中心とした研究活動の促進、奨励、支援を目的とする政府間ネットワークである。具体的には、

専門家同士の交流を促進する事業を行うとともに、数々の国際共同研究プログラムに資金的支援

を行ってきている。1999年には神戸にAPNセンターが開設された。現在、北東アジアからは、日本

をはじめ、中国、韓国、モンゴル、ロシアが APN に参加している。 



 

 

- 15 -

最後に、アジア太平洋環境会議（エコアジア）に触れておいたほうが良いであろう。エコアジアは

日本の環境庁（現環境省）の提唱によって創設された。当初エコアジアは、非公式な大臣会合とし

てハイレベルな情報交換のフォーラムを提供することを意図していたが、後に、アジア太平洋地域

の長期的な持続可能な開発を推進する環境政策のためのオプションを見つけることをねらいとす

る「エコアジア長期展望プロジェクト」も進めてきた。このプロジェクトは、同地域が直面する主な環

境問題を特定し、社会経済問題との結びつきを検討し、各種の地域開発シナリオの結果として生

じる将来の社会・経済・環境問題を予測することを目的としている。 

 

東南アジア（ASEAN） 

ここで東南アジアとは、東南アジア諸国連合（ASEAN）に所属する 10 カ国をさすこととする。東

南アジアは、環境協力に関し、アジアの他の地域よりも長い協力の歴史を持っている。1967年の発

足以来、ASEAN は科学技術、文化情報、社会開発、環境に関する加盟国間の「機能的協力」を

重視してきた（ASEAN Secretariat, 1995a）。 

ASEAN 内環境協力の発端は、UNEP の協力を得て ASEAN 地域環境計画（ASEP）が立案され

た 1977 年にさかのぼる。ASEP I は 1978～1982 年の 5 年間を対象としたもので、６つの優先分野

を指定し、100 件を超えるプロジェクト／活動を策定した。ASEP I に次いで、1983～1987 年、1988

～1992 年には、それぞれ同様のプログラム（ASEP II& III）も立案された。1993 年には、10 項目の

戦略と 27 の活動項目からなる新規 ASEAN 戦略環境行動計画が採択された（ASEAN Secretariat, 

1994）。1995 年に、ASEAN 越境汚染協力計画が、合意された（ASEAN Secretariat, 1995b）。さら

に、2000 年には UNEP／ROAP の協力を得て、環境教育・訓練行動計画も策定された。 

これらの計画の決定や実施を支える主要な機関は、ASEAN 環境高級事務レベル官会合

（ASOEN）およびその作業部会、環境大臣会議、ASEAN 事務局等である。環境大臣会合は 2 年

に 1 度開催され、サミットレベルでの環境関係の決定事項を具体化させ、活動計画を採択する。

ASOEN の会議は毎年開催され、大臣会合において採択された各種環境計画の実施状況を検討

し、作業部会への指揮も行う。これらの活動は全て ASEAN 事務局によって管理・調整されている。 

以上の計画に加え、1990 年代後期には、さらに特定の環境問題に焦点を絞った協力活動も始

まった。1997 年に東南アジアで起きた煙害（Haze）は、特にインドネシア、マレーシア、シンガポー

ル、ブルネイ・ダルサラームに、極めて深刻な被害をもたらした。その結果、1995 年に煙害対策技

術特別委員会（HTTF）が設置され、1997 年の ASEAN 環境高級事務レベル官（ASOEN）会合で

は、地域煙害対策行動計画（RHAP）が採択された。この計画の主要部分は、防火対策の実施、地

域モニタリング・メカニズムの設置、消化能力の向上である。さらに2000 年には、ASEAN 越境煙害

防止協定の交渉プロセスを開始することに各国の環境大臣が合意した。ASEAN は UNEP の協力
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を得て、法律、制度、行政面の整備状況を包括的に評価するフィージビリティ調査を実施し、現在

国際協定の草案を起草中である。 

これらのイニシアティブと並行して、1998 年には、ASEAN サミットでハノイ行動計画が採択され

た。ASEAN では、リオサミット後の課題として、過去 30 年間の地域協力をレビューし、更なる地域

協力を進める決意を示すものとしてASEAN Vision（将来展望） を公表したが、この Visionをもとに

2020 年までの ASEAN の道筋を示したのが「ハノイ行動計画」である。この計画は、マクロ経済･資

金協力から科学技術の促進、人的資源の開発、平和と安全保障の問題に至るまでを包摂する包

括的な計画であるが、このうち「環境と持続可能な発展」分野では 15 の具体的な行動計画が定め

られている（ASEAN Secretariat, 1999）。 

なお、以上の各種プログラムや行動計画は、いずれも法的拘束力を持たないものであるが、

ASEAN 環境協力分野で、一つだけ拘束力を持つ協定が採択されている。これが、ASEAN「自然

および自然資源の保護に関する協定」である。この協定は 1985 年に当時の ASEAN 全 6 カ国の

外務大臣によって調印された。しかし 6カ国のうちインドネシア、フィリピン、タイは1986 年に批准し

たものの、ブルネイ・ダルサラーム、マレーシア、シンガポールはまだ批准していない。このため、こ

の協定はまだ発効していない。 
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図２：アジア・太平洋地域の主な環境協力プログラム 

 

 

南アジア 

南アジアとは、ここではバングラデシュ、ブータン、インド、モルジブ、ネパール、パキスタン、スリ

ランカの 7 カ国を指す。南アジア諸国間では、環境問題に関連していくつかの二国間協定が結ば

れていたが、1980 年代初期までは多国間イニシアティブは存在しなかった。多国間協力が実際に

始まったのは 1982 年、8 カ国 （アフガニスタンを含む）の環境大臣が南アジア環境協力計画

（SACEP）を採択して以降のことである。SACEPでは幅広い優先分野が指定されたが、具体的なプ

ログラム実施は進まなかった。だが、このことによって SACEP の意義が失われるわけではない。

SACEP は加盟国政府および国際機関に対し、SACEP で特定された各種テーマに関する協力プ
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ロジェクトを推進するうえで、確固とした基盤や正当性を与えたといえよう。 

SACEP は理事会、協議委員会、事務局という 3 つの中心的組織で構成され、小規模な地域環

境機関の特徴を備えている。このような地域機関としての SACEP は、SACEP プログラム自身に加

え、その他の地域･国際機関が採択した行動計画や環境協力活動を実施・運営するための事務局

としての役割を果たしてきた（Shihab, 1997）。 

一方、南アジア 7 カ国の経済・社会的開発の促進を目的とする南アジア地域協力連合

（SAARC）も、環境に関する地域協力を進めてきた。SAARC は自然災害、気候変動、有害廃棄物

の越境移動など、特に越境汚染および地球規模の環境問題に注目し、「行動計画」を策定した。 

さらに、これら 2 つの包括的イニシアティブに加え、南アジアでは個別の問題に焦点を絞った計

画も進行している。その一つが海洋汚染に関するもので、1982 年の UNEP 理事会で SACEP 加盟

国の要請を受け、1983 年に「UNEP プログラム指定地域」となった南アジア海洋プログラムである。

（Abeyegunawardene, 1997）。このプログラムには、バングラデシュ、インド、モルジブ、パキスタン、

スリランカの、南アジアの海洋 5カ国が参加している。これらの国々は、1995 年にニューデリーで開

催された全権委員会議で南アジア海洋行動計画を採択、行動計画は 1998 年に発効した。なお、

この計画の実施を管理･調整する事務局として、SACEP 事務局が指定されている。 

一方、大気汚染に関しても1990 年代後半に地域協力が始まった。1998 年 4 月にモルジブで開

催された SACEP 理事会の第 7 回会合で、「南アジアの大気汚染および越境汚染の規制と防止に

関するマレ宣言」が合意された。SACEP の 8 カ国（バングラデシュ、ブータン、インド、イラン、モル

ジブ、ネパール、パキスタン、スリランカ）がこの宣言に調印した。同宣言の実施計画は 3 段階から

成るが、このうち第 1 段階－国内および地域レベルのネットワークの確立、基礎調査、行動計画策

定－が 1998 年 5 月から 2000 年 3 月まで実施された。第 1 段階は、国連環境計画アジア太平洋

環境評価プログラム（UNEP/EAP-AP）、ストックホルム環境研究所、SACEP の支援によって実施さ

れた。このうち UNEP/EAP-AP は SACEP の協力を得てこの宣言の実施を管理し、ストックホルム環

境研究所は主に技術的な支援を行っている。なお、ストックホルム環境研究所の貢献は、スウェー

デン国際開発庁（SIDA）の資金で運営される途上国地域大気汚染プログラムの一環として行われ

ている。 

また、2000 年に UNEP／ROAP の協力を得て、SACEP は「環境教育訓練行動計画」も立案した

（Pradham, 2000）。この行動計画では、「主な環境問題と取り組み、・・［中略］・・貧困、人口圧、人

口過剰、無駄の多い生産、人間の貪欲さ、開発の遅延などの環境の衰退の根本原因を根絶する

必要性に対する感受性を育むための教育と訓練のための地域全体の枠組み」が提示されている

（SACEP & UNEP, 2000）。 
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地域環境協力分野のアクター（行為主体） 

地域機構 

地域環境協力における主なアクターの一つは、地域機構である。欧州では、地域機構は、地域

協力で取組むべき問題を特定し、各国の活動を調整し実施を支援する上で重要な役割を果たし

ている。これは商取引や製品生産などの経済活動に関する環境基準を統一しようとする EC/EU の

活動事例からも明らかである。一方、長距離越境大気汚染（LRTAP）条約の場合は、条約

（LRTAP）自体の事務局は国連欧州経済委員会（UN/ECE）が務め、各国間の調整を行ってきた

が、EC/EU がもつ資金および技術移転メカニズムが、LRTAP 条約と公式にも非公式にも連携して

いたことに留意しておく必要が有る。つまり、EU のもつ財政支援・技術移転メカニズムが、LRTAP

条約加盟国による条約および議定書の遵守を高めるのに大きな役割を果たしたと認められるので

ある（Nordberg, 2000）。 

アジアには、こういった EC/EU ほど強力な中央集権型の官僚体制をもつ地域機構は存在しな

い。ただ、東南アジアにおいては、ASEAN がその事務局を通じ、ささやかながらも、加盟国に環境

協力プログラム策定と推進に関する支援を行い、また関連主体（各国政府や国際機関等）との調

整役を担ってきた（Tay, 2000）。このような ASEAN 事務局の支援によって、ASEAN では複数の地

域環境行動計画－3 件の ASEAN 環境プログラム（1978～1992 年）、2件の戦略的行動計画（1994

年～）、越境汚染行動計画（1995 年～）等－が順次起草された（ASEAN Secretariat, 1994, 1995）。 

さらに ASEAN では、これらの各種行動計画やプログラムを支えるための組織機構も用意されて

いる。これらの組織機構には、首脳レベル会議(ASEAN サミット)、外務大臣会合、環境大臣会合、

高級事務レベル会合、作業部会、ASEAN 事務局が含まれる。ASEAN はこのような組織的な環境

協力を展開することで、互いに重複することなく環境協力の包括的・戦略的枠組を構築することが

できたと言える。 

一方、南アジアでは、SACEP と SAARC の両方が ASEAN と類似した役割を果たしてきた。

SACEP が環境保護そのものを目的として設立されたのに対し、SAARC は経済社会開発に関する

幅広い協力をねらいとしている。後者は、サミット、閣僚理事会、常設委員会、各分野ごとの技術委

員会、SAARC 事務局といった組織機構を持っている。一方前者は、環境・森林大臣会合、上級事

務レベル会合－協議委員会－、事務局によって構成されており、サミットは開かれない。これら二

つの主要な制度－SACEP とSAARC－の間には、残念ながら協力のための公式な連携がない。そ

のため SACEP は資源を効果的に運用することができず、地域活動の実施に関してあまり大きな成

果をあげていないことが指摘されている（Chatterjee, Mehra and Banerjee, 2000）。 
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SAARC と SACEP の環境協力活動を比較してみると、SACEP は地域レベルの問題のみならず

各国共通の環境問題を取り扱い、また環境教育やトレーニングもとりあげるなど、幅広い活動分野

を包摂している。一方、SAARC は気候変動や有害廃棄物の越境移動などの世界的・国際的問題

に力を入れ、世界的な交渉における SAARC 加盟国共通の地位の確保に努めるなどしており、2

つの制度の間には一種のすみわけが確認できる。しかしながら、これら 2 つの制度の活動が重複

する部分がないわけではない。 

他方、北東アジアにおいては EC/EU、ASEAN、あるいは SAARC や SACEP に相当するような

地域機構が存在しない。この特徴ゆえに、北東アジアでは、環境協力に関する多数の独立したイ

ニシアティブが並存している。これらの各プログラム、計画、フォーラムの機能と活動には重複がみ

られるが、環境協力活動の調整を行うことができるような地域機構が存在しない以上、こういった重

複は避けがたいものとなっている。 

また、北東アジアに地域機構が欠如していることは、各制度がそれぞれ個別に組織構造を構築

し資金メカニズムを模索しなければならないことも意味している。それゆえ、たとえば事務局の設置

場所も制度毎に異なっており、NEASPEC は UN/ESCAP、NOWPAP は UNEP、TRADP は中国、

EANET は日本、NEAC はホスト国による毎年交代制など、個々バラバラな状況にある。各制度へ

の参加国も、域内の外交関係やホスト機関を務める国際機関への参加状況如何によって左右され

ている。（たとえば、北朝鮮は UN 機関が開催するものを除き、ほとんどの小地域プログラムに参加

しない。北朝鮮は ADB に加盟していないため、その援助を受けることができない。台湾は APECと

ADB に加盟国しているが、国際政治における位置づけが不安定なため、利用できない国際協力

イニシアティブが多々見られる。） 

 

国際機関 

国連機関は、環境に関する地域／小地域協力の推進役、あるいは調整役としての役割を中心

に、様々な活動を行っている。このうち小地域レベル環境協力の促進に関する UNEP の最大の貢

献は、地域海洋プログラムの設立と域内各国の調整に関する役割であろう。このプログラムには北

西太平洋行動計画（NOWPAP）、東アジア海洋（EAS）行動計画、南アジア海洋行動計画（SAS）

が含まれる。 

また UNEP は、小地域レベルでの環境協力推進を特に優先しており、地域海行動計画以外に

も、様々な小地域環境プログラム・行動計画の草案作りや、実際のプロジェクトへの技術・資金援助

などにも尽力してきた（Natori, 2000）。 

UNDP は貧困層の生活水準改善のために、途上国が自然資源管理に対する総合的アプローチ
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を採用できるよう支援する中で、途上国世界における小地域環境イニシアティブに資金・技術支援

を行ってきた。一方 GEF は、アジアにおける生物多様性と気候変動のプロジェクトに、技術援助の

ための助成金を提供している。これらには、インドネシアにおける森林火災による煙害防止のため

の緊急対応プロジェクトや、TRADP のための戦略的行動計画の立案プロジェクトなどが含まれる。 

アジア開発銀行や世界銀行などの国際金融機関は、国内だけでなく地域レベルでの環境活動

に多額の資金援助を提供している。このうち、ADBの地域技術援助助成金は、多国間環境協力の

促進に関して重要な役割を果たしてきた。特に、東南アジアにおける越境煙害防止プロジェクト

は、ASEAN と域内各国にとって非常に重要であった。というのも、この資金援助をうけたために、

ASEAN 地域煙害防止行動計画の実施は好スタートを切ることができたのである（Pippinyo, 1999 

and Prasiddha, 1999）。 

一方、5 年ごとに環境開発に関する大臣会合を開催する UN/ESCAP は、UNCED のフォローア

ップとして、アジア太平洋全域を対象に、持続可能な開発のための 5 カ年地域行動プログラムを策

定している。このプログラムの実施を効果的に確保する為に、ESCAP は小地域ごとの協議を実施

している。この目的に合わせ、ASEAN、NEASPEC、SACEP を含む小地域レベルでの環境協力活

動が、2000 年に日本で開催された第 4 回 ESCAP 環境開発大臣会合でレビューされた。 

また、ESCAP は、地域レベルでの協力活動の維持と円滑化に努めてきた。北東アジアの場合、

UN/ESCAP は域内各国の要請に応じ、1997 年以来、NEASPEC の暫定事務局を引き受け、活動

の調整を行ってきた。さらに、1990 年代後期に ESCAP は環境協力のための地域機関が存在しな

い中央アジアで高級事務レベル会合を開催し、小地域環境プログラムの策定プロセスに着手した

（Karim, 1999）。 

しかしながら、国際機関の役割には限界がある。南アジアと東南アジアにおいては、環境活動実

施の財源を欠いており、ほとんどの財源を国際機関やその他の援助国など外部からの資金援助に

頼らざるをえない状況にある。こういった資金援助は主にプロジェクトごとに提供され、多数のプロ

ジェクト案が単に援助供与側の注目を集めることができないという理由で、実施されずに終わるとい

う事態が起きている。 

北東アジア地域への国際機関からの資金援助額は、中国その他の途上国に対する二国間資

金・技術援助を除けば、他の小地域よりもさらに少ない。これは同小地域内に日本と韓国という2つ

の先進国があることと大きな関係がある。その代わりに、国際機関はこの地域の弱点－つまり難し

い政治的関係を補完するサービスを提供している（Shrestha, 2000）。NOWPAP と NEASPEC はそ

の例である：前者は UNEP が管理し、後者は UN/ESCAP が管理している。また2002 年以降、酸性

雨モニタリング・ネットワークの事務局が UNEP/EAP-AP に設置されるため、このネットワークもこのリ
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ストに加わることになる。ただし、NEASPEC に関しては、同地域の国々は、UN/ESCAP が今後も事

務局を継続することを望んでいるが、UN/ESCAP はこの役割を返上したいと願っているようである。 

 

各国政府 

各国政府は環境協力活動を実施していく上で、最も重要なアクターと言える。地域協力は、通

常、諸国間の自発的なイニシアティブに基づいて行われるべきものである。越境汚染あるいは地球

規模の環境問題でさえ、各国国内あるいは局地的レベルでの人間活動に起因しており、実際には

発生源に最も近いレベルで取り組みが行われるのが最も効果的である（Kato, 2001）。各国政府の

真剣な取り組みがない限り、地域環境協力の成功はありえない。 

アジアの各国政府の多くは、環境保護と持続可能な開発全般を重視すると表明している。だが、

言葉と行動の間には常に温度差がある。具体的な協力活動や公約に関する協議の場では、各国

がそれぞれ異なる考え方を持ち、さまざまな観点が提示され、地域協力の進展が阻害されることも

少なくない。 

ASEAN のこれまでの方針は、そのような相互に批判し合う状況を避け、いわゆる ASEAN Way

（ASEAN 流）の規範－他国への介入を行わず、強力な中央官僚機構を避ける－を適用するという

ものであった。ASEAN が立案する行動計画で重視されるのは、拘束力のない国内計画の策定で

ある。UNEP 等の援助は重要な役割を果たしてはいるものの、計画の草案および実施は各国の能

力次第ということになる。 

そういった意味で、越境煙害問題は ASEAN にとっての試練であったといえる。それまでの

ASEAN Way に反し、ASEAN 加盟数カ国は、隣国に迷惑をかけながらも厳しい緊急対策を講じな

いとしてインドネシアを名指しで批判した。また地域煙害対策行動計画が採択されてからは、

ASEAN 大臣会合においては、地主が焼畑を行うことを禁じる規制を各国とも国内法に盛り込むべ

きであることが、繰り返し強調された。 

だが、既存の法令による直接規制の程度も、法や政策の執行能力や遵守率も、国によって異な

る。インドネシアの場合、焼畑を完全に禁じる厳格な法令が導入されるとは考えにくい。たとえその

ような法令が導入されたとしても、その遵守はインドネシアの政治的不安定性によって大きく妨げら

れると予想される。 

北東アジアの場合、域内各国は具体的公約について話し合う段階に達していない。経済発展

の程度と政治体制の多様性により、北東アジア諸国は－特に中国、日本、韓国の 3 国－環境協力

のテーマに関し、異なる観点を持っているように見受けられる。 

深刻な公害、砂漠化、陸水と沿岸水域の汚染などの環境の荒廃に苦しむ中国は、地域協力で
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取り組むべきテーマをそれらの問題に絞るべきだという考え方をとっている。また、中国は地域内の

先進国が環境プログラムの確立と運営に対する多額の資金援助と優先分野のプロジェクトへの技

術援助を提供すべきだとする。中国は、中国が他国の環境を脅かすような汚染を引き起こしている

と見なされることを良しとせず、「越境」という言葉の使用に関してきわめて敏感になっている。 

日本は二国間ベースでの政府開発援助により中国の要求を満たすべく、長年努力してきたと受

け止めている。また、日本は多国間イニシアティブがさらなる開発援助のチャネルになりかねないと

警戒しているようでもある。日本は各種環境協力プログラムに参加する国々が、ある程度まで費用

を分担すべきであると考えている。日本は地域全体の環境の状況をモニタリングすること、あるいは

一国レベルでは取り扱えないような越境汚染の問題のみに地域環境協力の範囲を絞るべきだと考

えているようである。また、日本が主導し出資する多国間イニシアティブは、北東アジアというより

は、より広い東アジアまたはアジア太平洋地域全域を対象とするものが多く、その裏には、広地域

を対象とすることで政治的な色彩を薄めようとする意図があるようである。 

一方、韓国は、日本とは逆に、北東アジアに地理的範囲を絞った多国間環境協力の推進に熱

心である。韓国は、多国間イニシアティブには中国が優先する技術プロジェクトと、日本が優先する

モニタリング式の環境管理プロジェクトの両方を含めるべきだという考え方をとっている（Valencia, 

1998）。そこで韓国は、NEASPEC の優先プロジェクトとしてエネルギーと大気汚染を提案すること

により、中国と日本のアプローチを調整しようと努めてきた。韓国は、そのような多国間イニシアティ

ブには国際機関の存在が望ましいと考えている。韓国は環境協力のための調整メカニズムは、

UNDP、UN/ESCAP 等の国際機関によって担われるべきこと、また資金に関しては ADB などの国

際機関からの資金・技術援助が非常に大事であると考えているようである。 

北東アジアの国際関係は、同地域内諸国間の多国間協力というよりは、米国との強力な二国間

協力が支配的であった。この傾向は特に日本に関して強い。しかしながら、最近の傾向として、中

国が WTO 加盟を希望するなど、多国間外交に関心を示し始めたことが指摘できる。このように考

えると、今日は北東アジアの多国間環境協力を強化する絶好の機会を迎えているとも言える。にも

かかわらず、地域機関の欠如、および各国政府の見解の相違といった問題に加え、多国間外交の

経験の欠如など問題が山積しており、北東アジアの国々は依然として大きな課題に直面していると

言えよう。 

最後に、南アジアについてであるが、この地域の国際関係も北東アジアと同様、圧倒的な大国

であるインドとの二国間関係が支配的であると言える。このため、不適切な耕作、森林破壊、水質

汚染によって崩壊的影響を受けているインド亜大陸北部の国際河川についての国家間協議も、ほ

とんどが二国間での取り組みとして行われてきた。 
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インドを除く国々は多国間協力を望ましいと考えていると判断してもよいかもしれない。だが、こう

いった国々のイニシアティブはあまり強力ではなかった。SAARC が環境問題に対して関心を示し

たのは、ようやく1980 年代後期に、世界的な環境問題をめぐる国際交渉において共通の立場にた

って主張する必要が生じた後のことである。だが、その SAARC による国際協力の進行は、インドと

パキスタンの核実験による政治的緊張によって中断した。現在のところ、インドはSAARC の進行に

技術レベルでしか協力しないと主張しているため、環境大臣会合の早期再開は見込めそうにもな

い。 

こういった残念な事態にもかかわらず、もう一方の SACEP に基づく環境協力は活発化している。

サミット・レベルの会合を行わないため、SACEP は外交関係から強い影響を受けず、むしろ独自に

決定する自由を享受している。大気汚染に関するマレ宣言の実施には、インド、パキスタンの双方

が参加しており、積極的かつ迅速に進められている。 

こういった動きに加え、近年バングラデシュ、インド、ネパール、パキスタン、スリランカの科学者、

研究者の参加を得て、南アジアの水質データの交換を促進する試みが行われた。このプロジェクト

は米国政府が資金援助する研究所が提案したものであるが、同研究所は「南アジア諸国間の協力

モニタリング・プロジェクトは、この地域に信頼関係を醸成し、関係を徐々に改善することにより、戦

争の脅威と大量破壊兵器拡散の危険性を引き下げることができる」ものと期待している（Rajen, 

1999）。 

 

市民、NGO、学術関係者 

国際 NGO や NGO ネットワークは、アジアの環境ガバナンスにおける新しいアクターと言うことが

できよう。これら NGO の多くは、特定の国の特定の環境問題を対象としているが、中には地域レベ

ルでの環境保護アプローチを導入し始めた NGO やそのネットワークも存在する。 

このうち、一部の NGO は、国際機関、地域機構や各国政府の後援を受けた地域制度と結びつ

いている。その一例が、IUCN のアジア地域水圏生態系プログラムであろう。IUCN はメコン川委員

会との強力な提携関係を維持しつつ、湿地保護区の指定、国内機関への支援、組織的能力の育

成、ラムサール条約実施のための各国政府への援助、情報の普及、関係者間のコミュニケーショ

ンの促進、メコン川流域開発の環境影響評価等を実施してきた（IUCN, 2000）。 

もう1 つの好例は、渡り性水鳥の保護に関する NGO の貢献にみられる。1990 年代後半、ウェッ

トランド・インターナショナル／アジア太平洋の管理･調整のもとで、水鳥保護に重要な場所を結ぶ

いくつかの水鳥ネットワークが設立されたが、ネットワークは水鳥の保護に関心を持つ研究者、自

然保護活動家、政府担当官、その他の関係者を開かれたフォーラムで結び、共同研究および保
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護活動の基盤を提供している。 

こういった若干の好例はあるものの、全体的にはアジアのどの小地域においても、多国間環境

協力への NGO の参加はこれまでのところ限られたものであったと言えよう。環境問題に取り組む地

域イニシアティブがしばしばトップダウン方式で行われ、特に意思決定レベルを中心に、市民社

会、現地自治体、NGO はほとんど参加していないという批判の声がしばしば聞かれる（Nicro, 

1999）。一般市民と NGO の参加を促すための適切なメカニズムは、今のところ存在しないと言って

も過言ではない。 

一方、学術関係者－大学、研究所、科学技術の専門家－も、アジアの地域環境協力への新た

な参加者である。学術関係者は、国際機関および各国政府が環境面での脅威を特定し、行動計

画や協定の草案を行い、国際協定実施状況を監視する上で、重要な役割を果たしている。現に、

ASEAN、SACEP や SAARC の各種行動計画･プログラムの立案や協定草案に関する意思決定プ

ロセスにおいては、アジア太平洋環境法センター（シンガポール）、ISEAS（シンガポール）、アジア

工科大学（タイ）、タイ環境研究所、タタ・エネルギー研究所（インド）などの研究所の法律・科学専

門家が数多く参加している。 

こういった協力のほとんどは個別プロジェクト毎に任意に行われる場合が多いが、一部の研究所

はより総合的な作業に着手し、地域全体の計画と制度の策定や、それらの実施状況の監視を行っ

ている。その好例がストックホルム環境研究所である。同研究所は、長距離越境大気汚染防止に

対する地域的アプローチに関する進んだ専門知識を利用し、「南アジアの大気汚染とその越境的

影響の規制と防止に関するマレ宣言」の起草に際し、UNEP/EAP-AP と SACEP に対して大きな貢

献を行った。また、同研究所は UNEP/EAP-AP および SACEPと共同して加盟国の共通モニタリン

グ・ガイドラインの作成を支援し、技術・資金援助を提供し、実施プロセスの検討を行った。 

なお、学術関係者間の国際共同研究も、1990 年代から広がる傾向がある。APN や GEF のよう

な国際的共同研究を恒常的に支援する資金メカニズムの設置により、1990 年代半ばから、この傾

向に拍車がかかっている。 

ただし、このような活動が、国を越えた「認知の共同体（epistemic community）」－つまり政策課

題に対する価値観とアプローチを共有する専門家コミュニティ－の形成に直接結びつくという保証

はない。Haas（1990）によれば、地中海の海洋汚染防止に関する地域活動が成功したのは、「国際

的アジェンダを設定し、自分の国を国際的な活動支援と国内での強力な汚染防止対策導入へと

誘導した生態学者と海洋学者の参加」のおかげだという。アジアでは、まだそのようなコミュニティは

出現しそうもない。 

それどころか、国際機関および政府機関と学術関係者、あるいは学術関係者相互間の結びつき
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は、任意で一時的なものでしかない。このように不十分な連携関係によって、科学者間あるいは異

なる国の政策担当者間で軋轢が生じることがある。いくつかのケースでは、一国の科学者のみが地

域イニシアティブに関する政策決定者と協議することができ、意思決定プロセスを支配しているとい

う批判の声も上がっている。  

 

c. 民間企業と環境ガバナンス 

環境政策の初期段階、とりわけ 1960～70 年代においては、日本の民間企業の環境への取組

は、政府・地方自治体主導の規制や住民運動に対処するという、受け身のものであった。こういっ

た産業界の環境への取組は、1970 年代の石油危機に伴うエネルギー価格の高騰によって、はか

らずも強化されることとなった。1980 年代後半に入り、オゾン層破壊や地球温暖化などの地球環境

問題が生じてくると、民間企業自身の問題への認識が深まり、自らを地球環境ガバナンスの重要な

アクターの一環として捉える傾向が出てきた。とりわけ多国籍企業等の大企業は、これらの環境問

題に対し、より積極的に取組む姿勢を打ち出している。近年では、民間企業は単に規制を遵守す

るのではなく、公害防止協定の締結、環境憲章の採択、環境監査、ISO14000 シリーズの認証と実

行、Voluntary Plans、Responsible Care、PRTRといった様々な自主的プログラムによって環境問題

に取り組もうとする潮流が生まれているといえよう。 
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3. 結論 

3.1 結論 

a. 国別環境ガバナンス 

(1) 課題の設定 

アジア諸国の環境政策における課題設定は、中央政府のイニシアティブに大きく依存してきた。

最初のうち、環境政策上の課題設定に最も強い影響を及ぼしてきたのは、国内での環境運動や公

害被害よりも、国際社会から認識の向上を求められる圧力であった。事実、1972 年の国連人間環

境会議は、中国、インド、ASEAN 加盟国の政府における環境政策の発展にとって転換点となっ

た。その後は、各国が急速な経済成長を経験して、公害事件や自然資源の破壊が新しい政策的

な対応を生み出してきた。 

アジア諸国の環境 NGO や民間企業など市民社会のアクターは、環境政策の決定過程に参加

する機会を少しずつ得られるようになった。フィリピン、韓国、タイでは、環境政策についてコンセン

サスを形成するための政府の委員会やフォーラムが組織されており、これらは公共と民間部門の双

方の代表者によって構成されている。 

(2) 政策手法 

アジア諸国の政府の多くは、環境影響評価（EIA）手続や経済的手法（MBI）など、欧米諸国で

考案され効果的に実施されている政策手法を取り入れてきた。しかし、アジア諸国で諸外国を模倣

して取り入れた政策手法を大幅に変更したり、工夫が加えられることはほとんどなかった。これらの

政策手法は、環境に関する項目を含んだ国際開発援助プログラムやプロジェクトを介して、アジア

諸国に移転されることが多い。しかし、欧米諸国から持ち込まれた先進的な政策手法が、現状にお

いてアジア諸国のなかで同じように機能するとは限らない点を慎重に検討する必要がある。例え

ば、バングラデシュでは、環境影響評価（EIA）手続は外国企業による大規模プロジェクトについて

実施されているだけであり、国内プロジェクトには広く適用されていない。 

(3) 政策の実施  

欧米諸国の経験と比べると、アジア諸国では経済成長よりも速いテンポで環境政策が発展して

いるが、環境政策や組織機構が効果的に機能していない点が深刻な問題となっている。中央政府

のイニシアティブが強いため、政策実施の現場における実態を適切に反映していないことがあり、

地域性が強く優先度の高い環境問題の根本的原因に十分に対応できていないことがある。言い換

えれば、このような政策決定のプロセスでは、政府部門と民間部門のコミュニケーションに適切なチ

ャンネルが提供されていないのである。そのため、企業に対して環境政策に応えようとするインセン
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ティブが与えられず、国民のなかにも政策実施のプロセスで積極的な役割を果たそうとする動機づ

けが生まれない。 

最近、一部のアジア諸国政府においては、社会の多様なアクターとの共同による環境プログラム

の企画立案と実施が始まっている。例えば、中国の准河流域水質汚染管理、タイのサムット・プラ

カーン廃水管理プロジェクト、そして、インドネシアの PROKASIH（河川浄化）プログラムなどがあ

る。これら新しいタイプの環境プログラムの成功が期待されている。 

 

政策提言 

上述の国別研究によって明らかとなった解明点や結論の要約を踏まえて、次のとおり、アジア諸

国における環境ガバナンス・システムの改善に向けて若干のアイデアを提案したい。 

・ アジア諸国における環境政策の発展と実施の状況を監視評価し、マスメディアやインター

ネットなどの多様なチャンネルを通して情報やデータを広く提供する、地域的・小地域的な組織

機構のネットワークを確立すること。 

・ 公共・民間部門における環境管理に関連した法律、政策、組織の間のギャップや不整合

を明らかにし、これらを解消すること、そして、経済その他の開発政策とその決定過程に環境配

慮を織り込んで、持続可能な社会を構築するため、政策枠組みの基盤を強化するという視点に

立って、既存の法律、政策、組織を包括的に見直すこと。 

・ 大きな地方政府に対して環境保護に関する権限や資源と責任を移すことを中心として、環

境政策の決定と実施について地方政府への分権と権限委譲を推進すること。 

・ 中央と地方の立法機関、その他の政策決定機関における環境 NGO や市民社会組織

（CSO）の参加機会を拡大するとともに、影響を受ける地元地域社会の代表者がその地域や地

方の開発プログラムやプロジェクトの企画や実施のプロセスに関与できるようにすること。 

・ 既存の環境影響評価手続が実際に行われ、この手続への公衆参加の機会を拡充し活用

されるようにするとともに、戦略的環境影響評価（SEA）や戦略的環境管理（SEM）の適用可能

性を検討すること。 

・ 過大な費用を課すことなく、小規模な企業や工場が環境規制を遵守できるように特別な配

慮をすること。 
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b. 地域環境協力 

北東アジア 

この地域における環境協力のメカニズムの特徴は、以下のようにまとめることができる。 

複数の制度の並立：北東アジアでは環境大臣、公式の外交チャネル、環境省庁、NGO、学術界

など、さまざまなチャネルを通じ、複数の環境協力制度が設けられているが、各種チャネル間の調

整はほとんど行われていない。その結果、一部の制度間には重複がみられる。 

 

表 1：北東アジアの主な環境協力取組み 

Source:Takahashi(2000b) 

 

入れ子構造：環境協力の制度が対象とする地理的範囲は、地球的規模から広地域、小地域に

いたるまで様々であるが、北東アジアでは、北東アジアを対象とする多国間イニシアティブ、東アジ

ア地域全体、あるいはそれよりもさらに広いアジア太平洋地域を対象とするものが入り交じった、い

わゆる「入れ子構造」の様相が見られる。このうち韓国は北東アジアに主眼を置く傾向があるのに

対し、日本はより広い地域（東アジア）またはアジア太平洋地域全域を対象としている。 

異なる参加国：外交関係や主催する国際機関への加盟状況如何により、参加国が各制度によ

って異なる。 

脆弱な組織・財政基盤：ほとんどの環境協力制度は、組織的な構造を持たず、財政的基盤も弱
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いため、協力の進展は遅々としている。その背景として、地域環境計画やプログラムを管理できる

地域機関が存在しないため、各イニシアティブをとる者が交渉を一から始めなければならないこと

が指摘される。中には組織／財政上の進展が見られず、停滞しているケースもある。 

本稿で分析したような北東アジアあるいは東アジア地域における環境協力メカニズムの弱点や

不適切な点によって、現に酸性雨や海洋汚染の防止などの個別問題に関する地域協力の進行が

妨げられている(酸性雨については Takahashi, 2000aとTakahashi and Asuka, 2000を、海洋汚染防

止については Valencia, 1995と Haas, 1998 参照)。では、北東アジアではこの停滞状態から抜け出

すことはできるのだろうか、抜け出すためにはどのような方策が可能であり、また必要であろうか。 

酸性雨防止に関し、ヨーロッパで講じられた地域対策の第一段階は、酸性沈着、汚染物質排出

量、反応・輸送・拡散メカニズムに関する科学的データの収集・解析であった。次の段階では、酸

性雨防止のための効果的戦略が策定された。このプロセスで、いくつかの議定書が採択された。

第三段階では、国内および局地レベルで汚染低減・防止対策が実施された。東アジアでは酸性雨

モニタリングネットワークが定期的活動を始めたばかりであることを考慮すると、この地域は欧州の

第一段階－つまり、ヨーロッパで OECD によって酸性雨モニタリングが開始された 1970 年代半ば

－であるといえる。ただし、ヨーロッパと東アジアの最大の相違は、東アジアではすでに第三段階が

始まっているという点である。つまり、東アジア地域の国々では、大気汚染と酸性雨問題に対する

懸念から、それらに関する国内法の整備や規制の強化が進んでいる。域内途上国はその計画や

法律を実施するための十分な資金的･人的･技術的資源を持ちあわせて得ていなかったが、それ

を補完するために、政府開発援助（ODA）と民間の海外直接投資の双方を通じて、中国をはじめと

する域内途上国へ多額の環境投資が行われてきた。こういった環境改善のための経済協力は

個々別々に行われ必ずしも効率的でないとの批判も多かったが、昨今では、中国への環境援助の

調整を行う「チャイナ・カウンシル」のように国際的で民間ベースのハイレベルな諮問機関が創設さ

れるなど、明るい見通しも出てきている。 

このようにみてくると、東アジアの酸性雨問題に関しては、実はすでにかなりの協力が行われて

いると言っても過言ではない。ただ残念ながら、その協力の多くの部分が断片的にしか実施されて

おらず、その効率性も疑問視されるケースが多い。このため、この地域では、個別のイニシアティブ

と資金メカニズムの間、二国間および多国間援助プログラムの間、資金提供機関の間、そして地域

協力イニシアティブと資金援助メカニズムの間に結びつきが必要とされている。このようなリンケー

ジを考察する上で、バルト海地域の事例は多いに参考になろう（Takahashi, 2000b）。 

また、既存の環境協力の諸制度に関しては、類似あるいは関連したテーマに関する制度に特に

着目しながら、全ての制度間に何らかの系統だった調整手段を整備する必要がある。これを行うの
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は容易ではないが、まず第一歩としては、透明性と情報の全面的開示を確保するシステムを構築

することが重要である。最近、いくつかの地域および小地域レベルの環境協力イニシアティブが、

インターネット上に独自のウェブサイトを開設した。今後この傾向は促進されるべきであるし、また情

報の開示度も高めていくべきである。 

長期的には、包括的かつ戦略的な環境行動計画を中長期の目標として立案する必要がある。

そのような地域行動計画はすでに EU、バルト海地域、ASEAN などの地域および小地域で成功を

収めている。 

もう一つの長期目標として、北東アジアの全関係者が参加できるような枠組を構築する必要があ

ろう。この地域の政治的安全保障の状況により、この目標は容易には達成できないであろう。その

ため当面は、国際機関と NGO が域内各国をつなぐ上で大きな役割を果たすことが期待される。 

さらに、この地域の各国政策担当者は、このような困難な状況に対処するための専門能力を向

上させる必要がある。これは特に日本と韓国にあてはまる。この 2 国は環境協力を率先して推進す

る意欲があるという意味で、互いに共通する部分が多いにもかかわらず、目指す方向性は異なっ

ている。その結果、独立した複数の制度が一貫性なく誕生し、一部の制度は停滞するなど残念な

事態を引き起こしている。両国は独自の利害のみならず、互いの利害、さらに地域の共通利害を

織り込んだ地域環境協力戦略を策定する必要がある。 

 
 

図３：ASEAN 環境協力の機構図（Source: Koh Kheng Lian, 1 January 2000）
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東南アジア（ASEAN） 

この地域における環境協力メカニズムの特徴は、次のようにまとめることができる。 

確立された制度／組織機構：東南アジアでは、環境以外の様々な分野で地域協力推進の経験

を持つ ASEAN が中心となって、多数の環境行動計画やプログラムが策定されている。ASEAN の

既存の組織機構はそのまま環境分野にも適用され、環境大臣会合、高級事務レベル官会合、個

別問題に関する作業部会、ASEAN 事務局環境担当係が設けられており、各組織機構の間には、

強い連携関係が築かれている。したがって、ASEAN 内の環境協力活動の間にはほとんど重複は

見られない。 

脆弱な財政構造：ASEAN は財政面が弱体なため、環境活動実施についてはほとんど外部から

の資金援助に頼っており、援助は大部分がプロジェクト単位で行われる。このため、外部ドナーの

注目をひかないプロジェクト案は、実施されずに終わるケースが多い。 

このような弱点を克服していくためには、ASEAN 事務局や域内各国が各種環境計画実施に必

要な資金を確保する手段を考えなくてはならない。さらに、優先活動分野への焦点を絞り、ASEAN

事務局の能力を強化する必要がある。近年の ASEAN の活動を見る限り、ASEAN はすでにその

方向に進んでいるようである。1998 年にシンガポールを議長国として開催された ASOEN 会合で

は、これまでのプロジェクト中心のアプローチから、政策志向アプローチへの転換を謳い、「新たに

発生する地域的および国際的環境問題に対する対応を促進するため、ASEAN 作業部会の再編

成と合理化」を行う決定が下された。その結果、3 つの作業部会－フィリピンを議長とする「自然保

護と生物多様性」、タイを議長とする「沿岸および海洋環境」、マレーシアを議長とする「多国間環

境協定」－のみが残された（Sunchindah, 1998）。 

以上の点に加え、ASEAN 協力方式－「他国の国内事情には介入しないという規範」を強調する

「ASEAN 精神」あるいは「ASEAN Way」－が、環境面での課題との取り組みには不適切なのでは

ないかという批判もある（Hamzah, 2000； Tay, 2000）。この意味で、越境煙害への取組は、ASEAN

にとって真の試練となった。 

だが、この傾向は徐々に変化しているようである。域内数カ国の環境大臣は、ASEAN 会合の場

で、領土権に関わる問題であるにもかかわらず、インドネシアの林業および土地利用政策を公式

に非難した。ASEAN は、拘束力を持つ ASEAN 越境煙害防止協定の起草および締結にむけての

交渉を進めている最中である。だが、法的拘束力を持つ条約が唯一の解決策というわけではな

い。各国に公約を守らせるためのメカニズムを構築することがより重要であろう。そのために、地域

レベルの政策担当者は各国による公約の遵守を促すための、国内措置と技術・資金援助メカニズ
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ムを、公式･非公式な方法を用いて調整する必要が出てくるであろう。 

 

南アジア 

この地域における環境協力のメカニズムの特徴は、次のようにまとめることができる。 

2 つの制度の並立：SACEP の設立は南アジアの多国間環境協力にとって重要な契機となった。

SACEP の下で多数の行動計画とプログラムが策定され、実施されてきた。一方 SACEP 設立の 3

年後には、SAARC が設立され、1980 年代後半より環境に関する地域協力も進められてきた。これ

ら 2 つの主な制度の間には公式な結びつきが無く、それらの活動の間には重複する部分がある。

そのため、SACEP にとって各国の国内資源を活用し、独自の計画とプログラムを実施するための

能力が著しく制限されているという指摘もなされている。 

脆弱な財政構造：人口増加、貧困、持続不可能な環境管理などの深刻な問題と直面している南

アジアは、環境保護のための十分な財源が無いという問題を抱えている。資金は国際機関と二国

間援助によって提供されるが、それは提供する側の意向にゆだねられる。南アジア地域内その他

の資金源から提供される資金額では、計画されている環境活動の全部を実施するには不十分であ

る。 

2 つの主な地域制度、SACEPと SAARC の間には正式なつながりが無いため、それらの機関は

共同してそれぞれのプロジェクトや活動で調整し資源の効果的利用を図り、地域環境協力を強化

していく必要がある。 

だが、今のところそのような連携の徴候は見られない。インドとパキスタンの核実験によって引き

起こされた政治的緊張により、SAARC によるあらゆる協力活動が中断された。このような不運な成

り行きにもかかわらず、SACEP に基づく環境協力は活発化している。したがって、SACEP は地域

環境協力の戦略的目標達成に向けて前進し、この地域の持続可能な開発と相互の信頼感と平和

の醸成という両面を推進する必要がある。この目標に向け、米国政府が資金援助する研究所が組

織した南アジア水質データ交換促進のための南アジアの「水資源ワークショップ」の開催は一つの

望ましい方向を示しており、このような活動はさらに促進されるべきであろう。 

 

c. 民間企業と環境ガバナンス 

1999年3月に開催された国際ワークショップのパネル・ディスカッションの議題の一つは、日本の

企業が積み重ねてきた経験をアジア諸国への移転し適用させることができるかについてであった。

ここでは、具体的な例を通じて成功例よりもむしろ失敗例から多くの教訓を得られるであろう事が指

摘された。また、この問題を考えるためには、単に政策手法を検討するだけではなく、特有の様々
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な社会的・経済的条件を統合した形で検証する必要があるという意見も寄せられた。さらに、汚染

管理投資に関しては、発展途上国は「後発の利益」を活用させるべきであろうことも提唱された。 

 

3.2 今後の課題 

これら各国を対象とした研究の結果、環境ガバナンス向上のためには、各種機関や法制度の強

化を図る、新しい政策機関を導入する、またはそのための準備を進めることが必要であるとの政策

提言がなされたことは、一つの成果であった。ただし、これら提言の大半は、複雑多岐にわたる各

国の条件と照らして特殊性が高くないか、適正か、実行可能かなどの判断のためにさらに掘り下げ

た分析を行うことが求められる。したがって EG プロジェクト全体としては、まだこれに基いて総合的

な評価を行い、また一定の確信をもって特定の政策提言を行うことができるには至っていない。各

国あるいは地域が抱える特定のニーズや状況に対応できる具体的かつ現実的な政策提言を行う

ためには、今後さらに掘り下げた研究を行う必要がある。 

また、各国が環境ガバナンスを行うために持っている能力と、特に貿易と投資面でのグローバル

化に向けての全般的な動きとの関係、そして民主化や地方分権などの政治的な動向と現在進行し

つつある情報技術革命やバイオテクノロジーの進歩との間の関係などをさらに研究することが求め

られる。（ただしこれに関しては、グローバリゼーションと環境ガバナンスとの間の関係の研究の分

野で、EG プロジェクトとして幾分の研究が始まっている。これまでの研究結果を振りかえってみる

と、この研究分野は今後 IGES が取り組むことによって豊かな成果を得ることができる有望な分野で

あること、また第1 期 IGES 研究プロジェクトとして行った数々の分野での研究成果および政策提言

をまとめる上で重要な役割を演じる分野となるであろうことが考えられる。） 
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4. 評価および業績 

4.1 主要研究成果の評価 

a. プロジェクト研究の独創性 

国別環境ガバナンスシステム  

 アジア地域内における国レベルおよび地方自治体レベルでの環境政策に関しては、世界銀

行、ADB、OECD、ESCAP などの国際機関による研究、個々の研究者による研究など数多くの研

究が行われているが、民間企業、NGO、市民団体などが環境ガバナンスの上で演じている様々な

役割にわたるまでの広い範囲を対象とする総合的な研究を行っている例は少ない。その中にあっ

て IGES の EG プロジェクトは、環境ガバナンスに関わるプロセス、行動主体、機関などのすべてを

ひとつのシステムとして扱い、またこのシステムの形および運営の仕方の向上を目指して個々の具

体的な政策提言を行う。その意味で当プロジェクトは戦略研究として特異な存在である。 

 

地域内の環境協力  

このような比較分析研究は IGES プロジェクトに先行するものがほぼ皆無であることを考えると、こ

のプロジェクトが行う研究の結果とその分析は今後政策決定者らが地域あるいは小地域の環境協

力の現状の全体像を理解し、その協力のメカニズムと組織を強化するための施策を講じる上での

助けとなるであろう。 

 

b. 既存の研究レベルとの比較 

本研究の対象として選んだアジア諸国において最新の情報を収集し、その分析を行った。この

過程を通して効果的な環境ガバナンスの大きな妨げとなっている要因を特定し、それぞれの国の

環境ガバナンスシステムおよびその構造の向上を図るための提言を行った。 

地域および小地域レベルで行われている環境協力プログラムの比較研究においては、まず、そ

れぞれのプログラムを特徴付けている要素を特定し、これを主としてヨーロッパの事例に基くモデル

や仮説に従いつつ国際的体勢の形成および管理理論の視点から分析した。その上で地域の協力

メカニズムを増強させるための具体的な提言を行った。 

 

c. 政策決定過程への影響 

環境ガバナンスは、政策の決定および実施の過程において政府（公共）部門および非政府（民

間）部門の双方に対して影響力を持つところにその真の意味がある。アジア地域内各国がより透

明、公平、公正、かつ効果のある環境ガバナンスシステムを立案、構築できるためには、それぞれ
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の国が政策決定を行いこれを実施する上で、主要利害関係者すべての参加を得ることができ、さ

らにそのための資源と手段とを活用することができるための支援が行われることが必要となるが、Ｅ

Ｇプロジェクトが行った研究成果の提示と政策の提言（ただし、現段階では未だ極めて一般的なレ

ベルに留まる）は、今後各国がそうした環境ガバナンスを構築する上での支援が行われる際の主

要な条件となる要因や、支援を行うための手段を特定する上で貢献することになるであろう。 

EG プロジェクトが中国、インド、日本、タイの4カ国について行った国別研究の研究結果は 1999

年 3 月に IGES が主催して行った国際ワークショップにおいて配布され、これについての討議が行

われた。同年には、続いてバングラデシュ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓国のアジア5カ

国についても同様に、各国内の研究機関および研究者の協力を得てカントリー・レポート（国別報

告書）の作成が行われた。これら 5 カ国の国別研究の結果は、2000 年 3 月に IGES と上智大学と

が共同主催した国際シンポジウムにおいて、「貿易と環境」、「環境安全保障」などの他分野との関

連の中での報告が行われ、またこれについての討論が行われた。このシンポジウムには、関連公

共部門および民間部門関係者、またこの問題に関心を持つ個人など広い分野からの関心が集ま

り、300 余人の参加が得られた。 

これら 9 カ国についての研究結果、2 度にわたって開催された国際ワークショップ、またこれと並

行して行われたパネルディスカッションで出された結論などをまとめたサマリー・レポートが、2000

年 8 月北九州市で開催されたエコアジア 2000 におけるアジア・太平洋地域環境大臣会議および

国連アジア・太平洋経済社会委員会（UN／ESCAP）環境開発大臣会議に時を合わせて作成され

た。現在、アジア各国における環境ガバナンスに関する比較研究によって得られた成果と政策提

言の全貌を出版する交渉が、国際的に出版活動を行っている出版社との間で進められている。 

アジアの地域環境協力に関しては、小地域環境プログラムの比較研究をまとめた論文が数本作

成され、いくつかのチャンネルを通じて公表された。このうち、2000 年 2 月 22・23 日にはアジア・太

平洋地域の環境専門家および環境に関する国際機関の代表が集いエコアジア長期展望プロジェ

クト国際ワークショップが開催されたが、これに対しプロジェクトはアジア太平洋の環境協力の現状

と課題について論文を提出し報告を行った。（その一部は、2000 年の ESCAP 環境開発大臣会議

の際の背景資料として使用された。）この他に、北アジアに焦点を当てた論文も作成され、2000 年

7 月末にモンゴルのウランバートルで開催された、政策対話を行うための小地域フォーラム「北東ア

ジア環境協力会議」（NEAC）で発表された。また、地域環境協力に関する研究結果は、2001 年 2

月 27－28 日開催のエコアジア長期展望プロジェクト国際ワークショップにおいても提示される予定

となっている。一方、環境省（旧環境庁）の後援で開かれた国際環境協力に関する委員会におい

てもこれまでの研究結果のサマリー報告が行われている。さらに今後、数件の論文を報告書の形
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にまとめ、各国政府、地域並びに国際機関の政策決定者およびアジア問題研究者に配布する予

定となっている。 

 

d. 利害関係者のニーズへの対応 

一般にアジア諸国においては、急速な経済成長と、これに加えて加速的に進むグローバリゼー

ションと常に表裏一体をなす形で進む市場経済化に向かう動きとによって、環境の悪化がもたらさ

れるとの懸念が強く持たれている。その一方で民主化、地方分権化、女性の開放、そして女性によ

る政治、経済その他の分野への進出などの動きがあり、社会全体として環境保護の重要なことへの

認識がますます高まりつつある。こうした情勢の中で、環境ガバナンスシステムについても、これが

同様の方向に向かって変化していくことが求められる。その意味で、今政策提言がなされるというこ

とは、まさに時宜にかなうものである。特に国、地方自治体、地域社会において環境ガバナンスの

問題と直接関わりを持つ多数の利害関係者、そして環境と開発にかかわる NGO その他の市民組

織など、あらゆるレベルを効果的に巻き込んで行動する機会を拡大することを目指す政策の提言

が今強く求められている。 

 

e. 研究成果の普及 

研究結果の周知を図り、可能な限り広範囲からのフィードバックを得ることに向けての努力を重

ねており、その一環として一般からの参加を受け入れて国際ワークショップを開催する、報告書を

出版する、各種国際会議、学術会議などにおいて報告を行うなどの活動を続けている。 

たとえばアジアにおける環境ガバナンスに関する比較研究については、中国、インド、日本、タイ

において行った 4 つの国別研究の成果を、1999 年 3 月 IGES 主催の国際ワークショップにおいて

発表し討議を行った。同年には、続いてバングラデシュ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、韓

国などアジア 5 カ国についてもカントリー・レポートの作成が行われた。これら 5 カ国の国別研究の

結果は、2000 年 3 月 IGES と上智大学とが共同主催した国際シンポジウムにおいて、「貿易と環

境」、「環境安全保障」など他分野との関連の中での報告が行われ、またこれについての討論が行

われた。このシンポジウムには、関連公共部門および民間部門関係者、またこの問題に関心を持

つ個人など広い分野からの関心が集まり、300 人余りの参加が得られた。 

これら 9 カ国の研究結果、2 度にわたって開催された国際ワークショップ、またこれと並行して行

われたパネルディスカッションで出された結論などをまとめたサマリー・レポートが、2000 年 8 月北

九州市で開催されたエコアジア 2000 におけるアジア・太平洋地域環境大臣会議および国連アジ

ア・太平洋経済社会委員会（UN／ESCAP）環境開発大臣会議に時を合わせて作成された。現

在、アジア各国における環境ガバナンスに関する比較研究によって得られた成果と政策提言の全
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貌を英語で出版する交渉が、国際的に出版活動を行っている出版社との間に進められている。 

アジア地域および小地域内での環境プログラムの比較研究をまとめた論文集を作成し、いくつ

かのチャンネルを通じて配布した。また、2000 年 2 月 22・23 日にはエコアジア長期展望プロジェク

ト国際ワークショップが、アジア・太平洋地域の環境専門家および環境に関する国際機関の代表を

集めて開かれたが、これに対して報告書の提出を行った。（その一部は、2000 年の ESCAP 環境開

発大臣会議の際の背景資料として使用された）この他に、北アジアに焦点を当てた報告書も作成

され、2000 年 7 月末にモンゴルのウランバートルで開催された、政策対話を行うための小地域フォ

ーラム「北東アジア環境協力会議」（NEAC）でプレゼンテーションが行われた。これら一連の研究

結果をまとめて、2000 年 2 月 27・28 日開催のエコアジア長期展望プロジェクト国際ワークショップ

に提示される。また、環境省（旧環境庁）の後援で開かれた国際環境協力に関する委員会におい

てこれまでの研究結果のサマリー報告が行われた。さらに、数件の論文が一冊の報告書の形にま

とめられ、今後各国政府、地域並びに国際機関の政策決定者およびアジア問題研究者に配布さ

れることになっている。 

「民間企業と環境ガバナンス：日本に関するケーススタディー」をテーマとする研究グループの報

告書は、国際ワークショップに提示された。日本が蓄積した経験、教訓、技術を他のアジア諸国に

移転する方法に関して討議が行われ、約70名からなる同ワークショップ参加者らによる高い評価を

受けた。同報告書は各方面からの希望が強く、再編集の上、2000 年に日本語で出版された。 

さらに、これら報告書およびワーキングペーパーは、外部研究者による協力を仰いでできあがっ

た個々のカントリー・レポートを除いてすべて IGES のホームページに収録した。ただし、EG プロジ

ェクトの成果については、真に満足すべきものであるとは言い難い側面がある。これが必ずしも満

足できるものでない結果に終ったひとつの理由は、この問題に関する政策決定者および利害関係

者の数があまりにも多過ぎ、また問題があまりに多くの国々や部門にまたがっており、さらに環境ガ

バナンスに関わる意思決定が様々なレベルにおいてなされていることである。 

 

4.2 プロジェクト活動について 

人材面と資金面で IGES 内で利用可能なリソースが限られている中で、当初の研究プログラムや

それに続く作業（実施）計画に従って、適時にそして順調にその目標と目的を達成することができ

たとい言ってよい。環境ガバナンスという複雑で横断的な問題を分析して、政策のガイドラインや提

案を検討するために必要な方法論と手法を開発し適用するという第 1 期の活動成果としては、ほど

ほどのものであるがほぼ満足できるものであった。 
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4.3 プロジェクト管理について 

EG プロジェクトは予定した研究活動を実行するための人材がそろわないなど、出発点から進行

が困難であった。このため、少数のスタッフのみで研究を継続するところとなった（前出第２項「プロ

ジェクトの概要」に掲載のスタッフリストに示す通り、極めてわずかの人数で対応せざるを得なかっ

た）が、彼らの献身的な努力によって当初の目的および目標はよく達成でき、またアジア域内およ

び域外の環境ガバナンスに関わる研究機関や研究者とのネットワークの構築に関しては、大きな

進展が得られた。 

他方では、プロジェクトチームの状態が上記の通りであったところから、研究活動の大半は外部

に頼らざるを得なかった。しかしプロジェクトとしては、アジアに存在する様々な環境ガバナンスシス

テムに関する情報を集積、分析、評価、生成することができ、またこうした作業を通じてプロジェクト

独自の結論および具体的な政策提言に至ることができた。 

 

4.4 プロジェクトの予算効率について 

IGES の機構内における人材、財政資源は共に限られており、その限界の中で行ったプロジェク

トとしては経済的に見て効率よく目的と目標が達せられた。ただし、そのためには、予定の成果を

期限までに上げるために個人的な犠牲が払われた。 

 

4.5 第２期プロジェクトへの提言 

環境ガバナンスプロジェクトが IGES 研究プロジェクトの第 2 期でもそのまま継続されるということ

はないが、研究の第 2 期において環境ガバナンスのニーズの別の側面が、各 IGES 研究プロジェ

クトの中に組み入れられる必要が出てくるであろうし、また、そうでなければならないであろう。した

がって、環境問題の中のこの側面に精通する者を少なくとも一名、各研究プロジェクトの中に置い

て随時この面の責任者として問題の調整に当らせることが望ましい。 

さらに、環境ガバナンスプロジェクトでの経験のなかから提案すべき点として、IGES のすべての

研究プロジェクトについて、プロジェクト活動の日常的なマネジメントやプロジェクトチームの研究者

への指導監督に責任をもつ IGES に常勤のプロジェクトマネージャーを置くべきであろう。 
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能な開発に向けた環境ガバナンスの対処能力の向上に関するワークショップ（イン
ディラ・ガンディー開発研究所、UNDP主催）

場　所

慶応義塾大学／東京

工業技術院筑波センター／つくば

シンガポール国立大学／シンガ
ポール

ムンバイ／インド

氏　名

原嶋洋平

原嶋洋平

加藤久和

原嶋洋平

発表日

1999/5/23

1999/6/24

1999/7/5

1999/9/14

1999/9/25

1999/9/26

1999/11/10

2000/2/22－23

2000/3/9

場　所

東京学芸大学／東京

湘南国際村センター／葉山

法曹会館／東京

ソウル／韓国

立命館大学／京都

立命館大学／京都

ホテル日航豊橋／豊橋

ロフォス湘南／葉山

上智大学／東京

氏　名

原嶋洋平

原嶋洋平

原嶋洋平

高橋若菜

原嶋洋平

高橋若菜

原嶋洋平

高橋若菜

原嶋洋平

タイトル

「東アジアの環境問題の展開とその対策」第10回日本環境教育学会ミニシンポジウム
アジア太平洋地域における環境教育戦略研究（日本環境教育学会主催）

「東アジア諸国の環境政策の比較研究」地球環境変動に関する人間社会的側面研究者
による1999年公開会合

「アジアの環境問題：環境安全保障論をめぐって」第3回地球環境安全保障に関する検
討委員会

“The Development Trajectory of the Environmental Industry in Japan :
Some Lessons for the Asia Neighbors”

「アジアの環境ガバナンスの現状分析」環境経済・政策学会1999年大会(環境経済・政
策学会主催)

「東アジアにおける大気越境汚染管理レジーム形成の可能性：比較地域主義の視座か
ら」環境経済・政策学会1999年大会(環境経済・政策学会主催)

「北東アジアの地域環境協力の現状分析」環境科学会1999年会(環境経済・政策学会主
催)

「アジア太平洋の地域環境協力」第7回ECO ASIA長期展望プロジェクト国際ワーク
ショップ

「成長と環境ガバナンス」アジアの環境ガバナンス・国際シンポジウム(IGES、上智大
学共催)

1999年度
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日　時

1999/10/3-9

2000/3/12-24

氏　名

高橋若菜

高橋若菜

調査場所

ASEAN事務局/ジャカルタ、UNEP ROAP・UNESCAP/バンコク

EU/ブリュッセル/ベルギー、UN ELE・SWAPP/スイス、
Swedish EPA・スウェーデン環境省・Swedish National Energy
Administration/スウェーデン、フィンランド環境省/フィンラン
ド、Baltic環境フォーラム・エストニア環境省・SGI/エストニア

調査目的

アジアの小地域環境協力に関する調査

エネルギー・環境保全分野における欧州の
地域協力スキーム調査（外務省委託）

7.　現地調査

1999年度

発表日

2000/4/24

2000/6/16

2000/7/26-28

2000/9/30

2000/9/30

2000/10/24

2000/12/10-16

2001/1/24

2000年度

場　所

外務省／東京

大阪国際会議場/大阪

ウランバートル／モンゴル

つくば国際会議場/つくば

つくば国際会議場／つくば

The Sejong Center for the
Performing Arts／ソウル／
韓国

つくば国際会議場／つくば

IGES東京事務所/東京

氏　名

高橋若菜

高橋若菜

加藤久和, 高橋若菜

高橋若菜

原嶋洋平

原嶋洋平

高橋若菜

高橋若菜

発表内容等

｢先進国・国際機関による温暖化対策国際協力」温暖化対策に貢献す
る国際協力のあり方第2回研究会(外務省主催）

｢東アジアにおける多国間環境協力の現状と課題」第19回エネル
ギー・資源学会(エネルギー・資源学会主催）

“Review and Future of Environemntal Cooperation in
Northeast Asia Whither NEAC?”第9回環日本海環境協力会議
(モンゴル環境省主催)

「北東アジアにおける地域環境協力の限界と可能性」環境経済・政策
学会2000年大会（環境経済･政策学会主催）

「アジア諸国の環境ガバナンスの国際比較」環境経済・政策学会
2000年大会（環境経済・政策学会主催）

“Environmental Taxes in Selected Asia Countries : A
Comparative Analysia“International Symposium on Green
Tax Reform in Asian Countries(Korea Environmental
Institute, IGES)

“The Policies of Regional Cooperation on Acid Rain Control
in East Asia”第6回酸性雨国際学会(酸性雨国際学会主催)

「アジアの環境協力の枠組」国際環境協力の効率的な推進方策に関す
る検討調査第1回検討委員会（環境省主催）

委嘱名

外務省委託プロジェクト「温暖化対策に貢献する国際協力のあり
方研究会」

委嘱先

（財）国際開発センター

氏　名

高橋若菜

6.　IGES研究者参画委員会等

1999年度

任　期

2000/1-2000/3

2000年度

委嘱名

気候変動に関する世界の環境政策研究会

国際環境協力の効率的な推進方策に関する検討調査委員会

委嘱先

商事法務研究会

環境省

氏　名

高橋若菜

高橋若菜

任　期

2000/6-2001/3

2001/1-2001/3

日　時

2000/11/19-25

氏　名

高橋若菜

調査場所

UNEP・UNESCAP・AIT・タイ環境省/タイ、APCEL・シンガ
ポール環境省/シンガポール

調査目的

アジア地域環境協力ペーパーへのレビュー
依頼・追加調査

2000年度
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